
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 社会保険等未加入対策に関する Q＆A  

 
 



平成 29 年 12 月 
県土整備部 技術検査課 

 
社会保険等未加入対策に関するＱ＆Ａ 

 

【全般（一次、二次以下共通）】 

 

問１ 発注者（岐阜県）が未加入対策をなぜ実施するのか。 

答１ 社会保険等への未加入は、労働技能者の処遇低下など、就労環境を悪化させ、若年

入職者が減少する一因となっているといわれます。 

   こうした若年入職者の減少により、経験で積み重ねられる技能を若者へ継承するこ

とが困難となり、建設産業自体の継続的発展が妨げられることとなります。 

   また適正に社会保険料を負担している企業がコスト高となり、競争上不利益となる

ことが考えられます。 

   この対策は、技能労働者の処遇の向上、建設業の持続的な発展に必要な人材確保を

図るとともに、法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築

を目指すものです。 

 

問２ 「社会保険等未加入建設業者」とは誰を指すのか。 

答２ 以下に掲げる届出を履行していない建設業者（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）

第２条第３項に定める建設業者）です。（当該届出の義務がない者を除く。） 

 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出 

 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出 

 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第７条の規定による届出 

   確認方法「社会保険等加入状況確認方法（受注者用）」による。 

 

問３ 社会保険未加入対策の対象者は誰か。 

答３ 社会保険未加入対策の対象者は「社会保険等未加入建設業者」です。 

   以下の下請負人や作業員は対象としません。 

 建設業者以外の下請負人（安全誘導警備員、測量、地質調査等） 

 建設業許可を有しない、軽微な建設工事のみを請負う下請負人 

 

問４ 維持業務（全面委託、草刈り業務等）は社会保険等未加入対策の対象となるのか。 

答４ 施工体制台帳の作成義務のない建設工事以外（建設業法の対象外）の業務について

は、今回の未加入対策の対象となりません。 

 

問５ 社会保険未加入対策における適用除外となるのはどのような場合か。 

答５ 常時使用される者(労働者)が５人未満の小規模な個人事業所（一人親方等）は健康

保険や厚生年金保険の適用除外です。 

   労働者（ただし、1 週間の所定労働時間が 20 時間未満である者等を除く。）が一人

もいない小規模な個人事業所は、雇用保険の適用除外です。 

   詳細については、参考通知「社会保険の加入に関する下請負指導ガイドライン」に

おける「適切な保険」についてを参照としてください。 

なお、常時使用される者等は、働き方によって総合的に判断されますので、不明な

場合は、個別に最寄りの年金事務所（医療保険、年金保険）、ハローワーク（雇用保険）

に問い合わせしてください。 



 

 

問６ 施工体制台帳による確認において、社会保険等の加入状況が「未加入」とされてい

る下請負人について、受注者による加入指導を行った結果、当該下請負人が当該未加入

の社会保険等の「適用除外」と判明した場合、どのような書類を提出させるのか。 

答６ 受注者が社会保険等の加入適用除外であることを確認した場合は、施工体制台帳を

修正してください。 

   あわせて、当該未加入の社会保険等について適用除外であることを示す適用除外誓

約書を発注者に提出を指示してください。 

 

問７ 「特別の事情」を有すると認められるのはどのような場合か。 

答７ 「特別の事情」を有する場合とは、例えば、災害に伴う堤防崩壊や道路陥没等の応

急工事を緊急に行う必要がある場合や、特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工

事で、そうした技術等を有する者と下請契約を締結しなければ契約の目的を達するこ

とができない場合等が考えられます。 

一方、受注者が以下の理由を挙げてきた場合は、「特別の事情」に該当しないと考

えられます。 

・昔からの付き合いがあり他の業者では施工のマネジメントが出来ない場合 

・他の下請業者を探す時間的余裕がなかった場合 

・過去に同一箇所の工事を行った際に、下請として施工していた場合 

いずれにしても、「特別の事情」に該当するか否かについては、個々の事案が発生

した際、その内容や背景等を十分に確認した上で、個別に判断するものとします。 

 

 

問８ 未加入だった業者が社会保険等に加入した場合、どのような書類をもって社会保険  

 等の「確認書類」とするのか。 

答８ 厚生労働省年金局、労働局、職業安定所から発行される下記の書類の写しを提出さ

せることにより確認してください。 

＜健康保険又は厚生年金保険＞ 

・「領収証書」「社会保険料納入証明（申請）書」 

・「資格取得者確認および標準報酬決定通知書」 

・「健康保険・厚生年金保険新規適用届」（年金事務所の受付印があるもの） 

＜雇用保険＞ 

・「領収済通知書」及び「労働保険 概要・確定保険料申告書」 

・「雇用保険被保険者資格取得通知書」 

 

※「社会保険等加入状況確認方法（受注者用）」参照 

 

問９ 下請負人が未加入の場合、当該下請負人に直接的なペナルティはないのか。 

答９ 下請負人が未加入であることを確認した場合、建設業担当部局である技術検査課

へ通報することとなっています。建設業担当部局（技術検査課）が当該下請負人に対

し社会保険等の加入指導を実施します。 

   しかし、当該下請負人は契約の相手方ではないことから、契約書上のペナルティは

ありません。 

    



 

問 10 受注者が下請負人に社会保険未加入建設業者は存在しないと認識していたが、下請

負人から提出された再下請通知書等の虚偽または受注者の確認不足等で、実は社会保険

未加入建設業者が当該工事で作業していたと、後日判明した場合、受注者はペナルティ

の対象となるのか。 

答 10 受注者にペナルティを課すかどうかは、下請負人の虚偽等に対して受注者にどの程

度の過失があったのかなど、個別の事情を踏まえて、総合的に判断することとなりま

す。  



【二次以下の対策強化関係】 

 

問 11 社会保険未加入建設業者が加入指導期間中に、下請負人として、現場作業に従事し

てよいか。 

答 11 社会保険等未加入対策は、現場作業を規制するものではありません。 

  ただし、指導期間を過ぎても、当該下請負人の社会保険等の加入を確認できる書類の

提出がない場合、受注者（元請業者）がペナルティの対象となります。 

    

問 12 なぜ、社会保険等未加入対策を二次以下の下請負人まで拡大するのか。 

答 12 中央建設業審議会「建設産業における社会保険加入の徹底について（提言）」（平成

24 年度 3 月）では、実施後 5 年（平成 29 年度）を目途に、企業単位では建設業許可

業者の加入率を 100%、労働者単位で製造業相当の加入状況を目指しています。 

岐阜県では、平成 26 年７月から、受注者と直接下請け契約を締結する一次下請に

対し、社会保険等加入促進に取り組んできたところです。 

   対策開始からこれまでの期間で、建設工事に従事する受注者と一次下請のほぼ全て

の業者が社会保険等に加入していることが確認できており、着実に対策の成果が上が

っているものと認識しています。 

   今後は上記の目標を達成するため、発注者、受注者（元請業者）、下請企業、建設労

働者が一体となって、社会保険等加入対策に取り組みを実施するため、対象を二次下

請負人以下まで拡大しました。 

 

問 13 社会保険等未加入建設業者が二次以下の下請負人である場合において、確認書類又

は特別事情申請書の提出期間(猶予期間)の延長を求める際、「相当の理由」はどのような

場合に認められるのか。 

答 13 受注者が当該未加入業者に対して、未加入の社会保険等について適切に加入指導を

行っていたことを 

   ①指導を行った際に未加入業者に交付した書面 

②指導を行った日時や内容を記録した打ち合わせ簿 

③受注者が加入指導を行ったことを発注者に対して誓約する書面 

  等により確認できる場合等に、提出期間の延長を認める相当の理由があるものとして

取り扱う。 

  ※ 確認書類の提出期間（猶予期間）の延期 

   二次下請負人   ：最大 30 日間×1 回 延長（60 日間） 

   三次下請負人以下 ：最大 30 日間×2 回 延長（90 日間） 

    内で、「確認書類」の提出に必要な期間を、受注者と協議し設定すること。 

 

猶予期間   社会保険等未加入建設業者である下請負人が直ちに工事の施工から

排除されることのないよう、当該社会保険等未加入建設業者に対して加

入を促す期間 

 

問 14 社会保険等未加入の二次以下の下請負人が、社会保険等の加入指導期間（猶予期間）

内に下請負契約解除等の理由で施工体制から外れた場合の受注者に対する取り扱いはど

うなるのか。 

答 14 社会保険等未加入建設業者が施工体制から外れた（現場入場しなかった）場合は、

社会保険等未加入建設業者を下請負人としている状態が解消されたと判断し、受注者

に対してペナルティは適用しません。 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 参考通知  

 



平 成 ２ ９ 年 ４ 月 ３ 日 
国土交通省土地・建設産業局 
建 設 市 場 整 備 課 

 
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における 

現場入場等の取扱いについて 
 
 国土交通省では、平成２４年１１月に「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」

（以下、「ガイドライン」という。）を施行し、平成２９年度を目標年次として、建設業にお

ける社会保険の加入促進に取り組んでまいりました。ガイドラインにおいては、遅くとも平

成２９年度以降、適切な保険に未加入の作業員は特段の理由がない限り現場入場を認めな

いとの取扱いとすべきこととしております。 
 今般、目標年次としてきた平成２９年度を迎えるにあたり、ガイドラインにおける現場入

場等の取扱いについてあらためて整理しますので、下記についてご了知願います。 
 

記 
 
（ガイドラインの記述） 

「遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない

作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとす

べきである。」 
 
（記述の趣旨） 

 「適切な保険」については、雇用する企業の法人と個人事業主の別や規模等により加入す

べき保険は異なります。ガイドラインは、法令上加入義務のある保険への加入を求めている

ものであり、加入義務のない保険に加入することまで求めているものではありません。 
 加入すべき「適切な保険」については、「【資料１】「社会保険の加入に関する下請指導ガ

イドライン」における「適切な保険」について」をご確認下さい。 
 
（保険の適用関係がわからない場合について） 

 どの保険に加入するべきかわからない場合は、個別に最寄りの年金事務所（健康保険、厚

生年金保険）、ハローワーク（雇用保険）等にお問い合わせ下さい。 
 また、各都道府県社会保険労務士会において、無料の電話相談窓口を設置しておりますの

で、個別事例のご相談にご活用下さい。（【資料２】社会保険労務士に相談しやすくなりまし

た（チラシ）） 
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強
制
適
用

適
用
除
外

強
制
適
用

適
用
除
外

適
用
除
外

・
適
用
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
が
適
用
除
外
と
な
る
者
で
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
者
は
、
健
康
保
険
の
日
雇
特
例
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

・
強
制
適
用
と
な
る
者
は
、
協
会
け
ん
ぽ
、
健
康
保
険
組
合
等
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

・
強
制
適
用
と
な
る
者
で
あ
っ
て
も
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
は
な
く
、
国
民
健
康
保
険
組
合
の
被
保
険
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
者
は
国
民
健
康
保
険
の
適
用
除
外
と
な
り
ま
す
。

常
時
使
用
さ
れ
る
者
※
が

５
人
未
満
の
個
人
事
業
所

法
人
事
業
所
も
し
く
は

常
時
使
用
さ
れ
る
者
※

が
５
人
以
上
の
個
人
事
業
所

協
会
け
ん
ぽ
等
の

国
民
健
康
保
険
、
国
民
健
康

保
険
組
合
に
個
人
で
加
入

適
用
事
業
所
で

は
な
い
※

※
事
業
所
従
業
員
の
1
/
2
以
上
の
加
入
同
意
が
あ
る
場
合
、

健
康
保
険
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る

※
家
族
従
事
者
を
含
ま
な
い
（使
用
さ
れ
る
者
で
は
な
い
た
め
）。 ※
1
）１
週
の
所
定
労
働
時
間
及
び
１
月
の
所
定
労

働
日
数
が
、
正
社
員
の
４
分
の
３
未
満
で
あ
る
者

・
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ⅰ
.日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
（
１
ヶ
月
を
超
え
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
を
除

く
）

ⅱ
.２
ヶ
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
者
（
２
ヶ
月
を
超
え
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に

至
っ
た
場
合
を
除
く
）

・
事
業
所
又
は
事
務
所
で
所
在
地
が
一
定
し
な
い
者
に
使
用
さ
れ
る
者

・
季
節
的
業
務
に
使
用
さ
れ
る
者
（
継
続
し
て
４
ヶ
月
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
を
除
く
）

・
臨
時
的
事
業
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
（
継
続
し
て
６
ヶ
月
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
場

合
を
除
く
）

・
国
民
健
康
保
険
組
合
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者

・
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
る
者

・
厚
生
労
働
大
臣
、
健
康
保
険
組
合
又
は
共
済
組
合
の
承
認
を
受
け
た
者
（
健
康
保
険
の
被

保
険
者
で
な
い
こ
と
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
べ
き
期
間
に
限
る
。
）
等

※
家
族
従
事
者
を
含
ま
な
い
（使
用
さ
れ
る
者
で
は
な
い
た
め
）。

短
時
間
労
働
者
※
1

特
定
適
用
事
業
所
に
勤
務
す
る
場
合

は
適
用
と
な
る
場
合
あ
り
※

2

※
2
）
厚
生
労
働
省
・
日
本
年
金
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い



社
会
保
険
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
③

※
本
資
料
は
社
会
保
険
の
大
ま
か
な
適
用
関
係
を
整
理
し
た
も
の
で
す
。
詳
し
い
適
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所
等
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

・
強
制
適
用
と
な
る
者
は
、
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

○
厚
生
年
金
保
険

適
用
事
業
所
で
働
い
て

い
る
人
は
？

正
社
員

（
適
用
除
外
と
な
る
者
以
外
）

法
人
代
表
者
・
役
員

（
常
勤
で
あ
る
者
）

適
用
除
外
と
な
る
者

事
業
所
の
形
態
は
？

適
用
事
業
所

個
人
事
業
主
と
、

そ
の
家
族
従
業
員

強
制
適
用

適
用
除
外

強
制
適
用

短
時
間
労
働
者
※
1

適
用
除
外

適
用
除
外

常
時
使
用
さ
れ
る
者
が

５
人
未
満
の
個
人
事
業
所

法
人
事
業
所
も
し
く
は

常
時
使
用
さ
れ
る
者
※

が
５
人
以
上
の
個
人
事
業
所

国
民
年
金
に
個
人
で
加
入

適
用
事
業
所
で

は
な
い
※

※
事
業
所
従
業
員
の
1
/
2
以
上
の
加
入
同
意
が
あ
る
場
合
、

厚
生
年
金
保
険
に
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る

※
家
族
従
事
者
を
含
ま
な
い
（使
用
さ
れ
る
者
で
は
な
い
た
め
）。

・
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ⅰ
.日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
（
１
ヶ
月
を
超
え
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た

場
合
を
除
く
）

ⅱ
.２
ヶ
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
者
（
２
ヶ
月
を
超
え
、
引
き
続
き

使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
場
合
を
除
く
）

・
事
業
所
又
は
事
務
所
で
所
在
地
が
一
定
し
な
い
者
に
使
用
さ
れ
る
者

・
季
節
的
業
務
に
使
用
さ
れ
る
者
（
継
続
し
て
４
ヶ
月
を
超
え
て
使
用
さ
れ
る
べ
き

場
合
を
除
く
）

・
臨
時
的
事
業
の
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
者
（
継
続
し
て
６
ヶ
月
を
超
え
て
使
用
さ

れ
る
べ
き
場
合
を
除
く
）
等

※
家
族
従
事
者
を
含
ま
な
い
（使
用
さ
れ
る
者
で
は
な
い
た
め
）。

※
1
）１
週
の
所
定
労
働
時
間
及
び
１
月
の
所
定
労

働
日
数
が
、
正
社
員
の
４
分
の
３
未
満
で
あ
る
者

特
定
適
用
事
業
所
に
勤
務
す
る
場
合

は
適
用
と
な
る
場
合
あ
り
※

2

※
2
）
厚
生
労
働
省
・
日
本
年
金
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 社会保険等加入状況確認方法（受注者用）  

 
 
 



社会保険等加入状況確認方法（受注者用） 
 

下請負人の社会保険等の加入状況の確認方法には、下記の方法があります。 
いずれかの方法により加入状況を確認して、確認結果を現場で保管されている施工体制

台帳（元本）へ添付してください。 
施工体制台帳提出時に監督員にどの方法で社会保険等の加入を確認したかを報告してく

ださい。 
 

 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 
（下請負人が岐阜県入札参加資格者である場合） 
（下請負人が経営事項審査受審者である場合） 
有効期間内にある「経営規模等評価結果通知書」（参考資料①）の写し 
“その他の審査項目（社会性等）”欄の 
・雇用保険加入の有無 
・健康保険加入の有無     で「無」がないことを確認 
・厚生年金保険加入の有無 
 
※建設業者の経営事項審査結果は下記のホームページ上で（一般財団法人）建設業情

報管理センターが公表しています。 
http://www.ciic.or.jp/ 

 
 その他 

（上記以外の場合） 
健康保険又は厚生年金保険 
・各年金事務所備え付けの「適用事業所一覧表」又は厚生年金等検索サイト 

https://www.nenkin.go.jp/do/search_section/index1.html 
雇用保険 
・労働保険適用事業場検索サイト 

http://chosyu-web.mhlw.go.jp/LIC_D/;jsessionid=5E9D42D56F3273C2A9B737ADE5BC5DFF 
 

以上の資料により、下請負人の社会保険の加入状況を確認した結果 
 

 保険料の領収済通知書等関係書類 
（社会保険未加入建設業者が社会保険等へ届出をした事実を確認する書類） 
健康保険又は厚生年金保険 
・「領収証書」「社会保険料納入証明（申請）書」（参考資料②③） 
・「資格取得者確認および標準報酬決定通知書」（参考資料④） 
・「健康保険・厚生年金保険新規適用届」（年金事務所の受付印があるもの） 
雇用保険 
・「領収済通知書」（参考資料⑤-1） 

及び「労働保険 概要・確定保険料申告書」（参考資料⑤-2） 
・「雇用保険被保険者資格取得通知書」（参考資料⑥） 
 
※社会保険未加入建設業者が社会保険等への届出した事実を確認する書類（確認書類）

として写しの提出が必要 



様式第二十五号の十二（第十九条の九、第二十一条の四関係）

経営規模等評価の結果

許可　    －        号 総合評定値

審査基準日 平成    年    月    日

平成     年 月 日

印

（参　考）

［金額単位：千円］

そ の 他

とび・土工・コンクリート・解体(経過措置)

鋼 橋 上 部

鉄 筋

総 資 本 （ 前 期 ） 営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ(前期)

総 資 本 （ 当 期 ） 営業ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ(当期)

自 己 資 本 経 常 利 益

売 上 高 経 常 利 益 率 利 益 剰 余 金

固 定 負 債 受 取 利 息 配 当 金 総 資 本 売 上 総 利 益 率 営業キャッシュフロー

評               点             （Ｙ）

利 益 剰 余 金 支 払 利 息

自己資本対固定資産比率

流 動 負 債 売 上 総 利 益 負 債 回 転 期 間 自 己 資 本 比 率

固 定 資 産 売 上 高 純 支 払 利 息 比 率

科　　　目 　　決算 科　　　目 　　決算 経　営　状　況 　　決算 経　営　状　況 　　決算

合                    計

評               点             （Ｗ）

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況解 体

新 規 若 年 技 術 職 員 の 育 成 及 び 確 保

若 手 技 術 職 員 の 継 続 的 な 育 成 及 び 確 保

清 掃 施 設

消 防 施 設

国 際 標 準 化 機 構 が 定 め た 規 格 に よ る 登 録 の 状 況

Ｉ Ｓ Ｏ １ ４ ０ ０ １ の 登 録 の 有 無

水 道 施 設

建 具

Ｉ Ｓ Ｏ ９ ０ ０ １ の 登 録 の 有 無

建 設 機 械 の 保 有 状 況

さ く 井

造 園

建 設 機 械 の 所 有 及 び リ ー ス 台 数  台
研 究 開 発 の 状 況

電 気 通 信

熱 絶 縁

研 究 開 発 費

建 設 業 の 経 理 の 状 況

機 械 器 具 設 置

内 装 仕 上

二 級 登 録 経 理 試 験 合 格 者 の 数

公 認 会 計 士 等 の 数

防 水

塗 装

監 査 の 受 審 状 況

法 令 遵 守 の 状 況

ガ ラ ス

板 金

指 示 処 分 の 有 無

営 業 停 止 処 分 の 有 無

し ゆ ん せ つ

ほ 装

防 災 活 動 へ の 貢 献 の 状 況

防 災 協 定 の 締 結 の 有 無

建 設 業 の 営 業 継 続 の 状 況

民 事 再 生 法 又 は 会 社 更 生 法 の 適 用 の 有 無

鋼 構 造 物

タイル・れんが・ブロック

労 働 福 祉 の 状 況

管 営 業 年 数 年
電 気

退職一時金制度若しくは企業年金制度導入の有無

屋 根 法 定 外 労 働 災 害 補 償 制 度 加 入 の 有 無

建 設 業 退 職 金 共 済 制 度 加 入 の 有 無

厚 生 年 金 保 険 加 入 の 有 無

法 面 処 理

とび・土工・コンクリート

石

健 康 保 険 加 入 の 有 無

雇 用 保 険 加 入 の 有 無

左 官

大 工

数 値 等 点数

プレストレストコンクリート構造物

建 築 一 式

二級 その他 利 益 額

そ の 他 の 審 査 項 目 （ 社 会 性 等 ）

基幹　年平均 一級 (講習受講)

土 木 一 式

許可
区分

建　設　工　事　の　種　類
総合

評定値
（Ｐ）

評               点            （Ｘ2）

　年平均
評点
(Ｘ1)

元請完成工事高 技　　術　　職　　員　　数 評点
(Ｚ)

自 己 資 本 額 X

完　成　工　事　高 元　請　完　成　工　事　高　及　び　技　術　職　員　数 自 己 資 本 額 及 び 利 益 額

 参考資料①　 経営規模等評価結果通知書（様式）

経 営 規 模 等 評 価 結 果 通 知 書
総 合 評 定 値 通 知 書

を通知します。

電 話 番 号
資 本 金 額
完成工事高／売上高（％）
行 政 庁 記 入 欄

数  値 点数

「有」または「除外」となっているか
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